
匿名加工情報の作成及び第三者提供について 

 

 

包括医療費支払い制度（ＤＰＣ）の導入の影響評価及び今後のＤＰＣ制度の見直しを

図る目的で、厚生労働省が収集し管理する情報となるデータ（ＤＰＣデータ）を作成し

ております。また、審査支払機関への請求のため診療に係る費用を診療報酬明細書（レ

セプト）として作成しております。 

 

ＤＰＣデータは、診療録からの情報及び診療報酬明細書からの情報で構成されており、

レセプトデータは、医療機関情報・保険者情報・診療行為情報・医薬品情報・特定器材

情報等で構成されております。 

 

ＤＰＣデータ並びにレセプトデータを利活用することで、医療の質向上等に役立てる

事が可能になるため、これらのデータから特定の個人を識別できないようにした匿名加

工情報を作成し、第三者へ提供しております。 

 

第三者提供するデータには、氏名、住所、電話番号は含みません。地域傾向や受診年

齢層等を分析するため、次の内容が含まれます。 

・郵便番号（都道府県に変換） 

・生年月日（生年のみ） 

・保険者番号（頭２桁の法別番号のみ） 

・階層化された年齢、身長、体重 

・傷病名、診療行為 等 

 

 

データを暗号化後、提供先が運用管理するサーバへアップロードする方法、または外

部記録媒体を郵送する方法で提供します。 

 

 

 

作成した匿名加工情報は、第三者提供後、特定の職員以外からは不正アクセスできな

い場所へ保存し、当院で匿名加工情報を目的外で使用することはありません。 

 

 

当院における匿名加工情報の作成及び第三者提供についてのお問い合わせは、下記ま

でご連絡ください。 

 

  住友別子病院 診療情報管理室 

  電話：０８９７－３７－７１１１（代） 

◎作成及び第三者提供する匿名加工情報について 

◎匿名加工情報の提供方法 

◎匿名加工情報の安全管理 

◎匿名加工情報における問い合わせ窓口 


